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Ⅰ．事業の目的 

 

情報通信技術やデータを活用して第三者に「場」を提供するいわゆる「デジ

タルプラットフォーム」は、経済社会にとって不可欠な存在となりつつある。

デジタルプラットフォーム事業者は、革新的なビジネスを生み出すイノベーシ

ョンの担い手であり、中小企業やベンチャー企業等による国内外の市場へのア

クセスの可能性を飛躍的に高め、消費者の便益を向上させるなど、国民生活及

び国民経済にも多くのメリットをもたらしている。 

他方、デジタルプラットフォームの市場においては、ネットワーク効果や規

模の経済性等を通じて独占化・寡占化が進みやすいとされ、⼀部の市場では、

規約の変更や取引拒絶の理由が⽰されないなど、取引の透明性が低いことや、

取引先事業者の合理的な要請に対応する手続・体制が不⼗分であることといっ

た懸念が指摘されている。 

こうした状況に対応するため、令和３年２月には「特定デジタルプラットフ

ォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が施行されたところである。

デジタルプラットフォームの市場は多種多様に存在するところ、それぞれの市

場において、利用する主体や取り扱われる商品等をはじめ、市場構造や特性等

が全く異なる。こうした背景を踏まえ、同法及び関連法令では、当面の規律の

対象として、具体的な取引上の懸念がみられる大規模な総合物販オンラインモ

ール（ＥＣモール）とアプリストアをその規律の対象として定めている。政府

として同法を適切に執行し、かつ、変化の激しいデジタル市場の諸問題につい

て適時に把握し、政策を検討する必要性は高まっている。 

本事業の目的は、同法の規律の対象とされるデジタルプラットフォーム市場

のうち、ＥＣモールを利用する出店者・出品者からデジタルプラットフォーム

提供者との間の取引上の課題等の相談を受け付ける窓口を設定し、当該相談に

適切に対応することに加え、共通的な課題を集約して関係者間での適時共有等

を行い、変化の激しいデジタル市場の諸問題について適時に把握することであ

る。なお、本事業で想定される「ＥＣモール」とは、同法第２条第１項に規定

するデジタルプラットフォームであって、事業者である出店者・出品者が、消

費者に対して、日用品等の多様な商品等を提供することを可能とする目的で構

築されたオンライン上の場を意味するものである。 

 



Ⅱ．事業内容及び実施方法 

 

１．取引先事業者からの相談対応及び相互理解の促進支援 

（１）EC モールを利用する取引先事業者が抱える取引上の悩み相談への対応 

EC モールを利用する取引先事業者からの取引に関連した相談全般を取扱い、

ＷＥＢサイト上のフォーム、メール、電話、面談等により相談者の悩み事を親

身になって聞き、適切な助言等を常時行える相談窓口を設置した。取り扱う相

談は、透明化法及び独禁法に関するもののほか、ＥＣモールにおける取引に関

する相談も幅広く受け付けた。 

なお、当該相談については、全て無料で受け付けており、相談者の希望や必

要性に応じて弁護士も紹介できる体制を整えた。また、設置した相談窓口の名

称、連絡先及び相談対応実施日時は以下のとおりである。 

＜相談窓口概要＞ 

名称     ：デジタルプラットフォーム取引相談窓口 

対応日時   ：平日 9時～12時、13時～17時 

※土日・祝日・年末年始（12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日ま

で）等を除く。 

電話番号   ：0120-088-004 

ＦＡＸ    ：03-5962-3907 

メールアドレス：info@online-mall.meti.go.jp 

ＨＰ     ：https://www.online-mall.meti.go.jp/ 

 

＜相談窓口ＨＰ＞ 

 



また、相談窓口運営の基本原則として、法律で定められた特定プラットフォ

ーム事業者に出店する事業者の相談だけでなく、EC モールに出店する事業者

の相談の悩み事を親身になって聞くこととした。 

さらに、EC モールに出店する事業者向けにデジタルプラットフォーム取引

透明化法や本相談窓口の周知を図ることを目的として、セミナーを複数回開催

した。 

 

＜開催したセミナー＞ 

・令和３年５月 21 日 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性

の向上に関する法律」に関するオンライン説明会 参加人数 約 160 名  

※EC モール運営者とも協力し、各 EC モールへの出店に当たって理解すべ

き事項等についても解説された。 

・令和 3 年 7 月 28 日 オンラインモール活用セミナー～アマゾン編～  

参加人数 78 名 

・令和 3 年 11 月 26 日 オンラインモール活用セミナー～Yahoo! ショッピン

グ編～ 参加人数 12 名 

・令和 3 年 12 月 9 日 オンラインモール活用セミナー～楽天市場編～ 参加

人数 15 名 

 

（２）取引先事業者とデジタルプラットフォーム事業者の間の相互理解の促進

支援 

取引先事業者とデジタルプラットフォーム事業者の間の相互理解の促進支援

を目的として、EC モール事業者との情報交換及び相談内容に基づいた EC モー

ル運営者との協議を実施した。 

EC モール事業者との情報交換では、多数の取引先事業者が関わる課題等に

つき、取引先事業者からの相談内容を集約して EC モール運営者に伝えるなど

して、取引先事業者と EC モール運営者との間の相互理解の促進を支援した。 

また、相談内容に基づいた EC モール運営者との協議では、相談対応者だけで

応対できない相談に関して、EC モールに直接、問い合わせを行い、解決方法

について協議した。 

なお、取引先事業者から情報提供や相談を受け付けるにあたり、情報の取り

扱いを以下のとおり定め、当該取り扱い方法を相談窓口 HP において公表した。 



＜ご相談情報の取り扱いに関して＞ 

相談窓口としては、相談者の方々に安心して相談してもらえるような体制を

整備することが極めて重要だと考えております。その観点から、相談窓口に

寄せられた相談情報に関しては、相談者の利益が害されないよう、細心の注

意を払いながら取り扱っています。 

具体的には、 

• 相談の受付時に、相談者の承諾を得ない限り経済産業省以外の第三者に情報

を共有することはない旨を予め説明した上で、 

• 相談対応を行う中で、課題解決にあたって必要と判断される場合において、

相談内容や相談者に係る情報を、対象となる特定デジタルプラットフォーム

提供者に伝えて良いか、匿名化した形で伝えても良いか、といった点を常に

確認するよう、相談対応マニュアルを整備しています。 

• その上で、相談者情報の特定デジタルプラットフォーム提供者への提供可否

にかかる確認結果や特定デジタルプラットフォーム提供者への照会内容につ

いては、経済産業省にも報告する運用としています。 

• また、こうした方針を徹底すべく、相談員に対する研修等も取引相談窓口内

で定期的に実施しています。 

• さらに、相談窓口事業を受託している公益社団法人日本通信販売協会におい

ては、相談窓口事業と、その他の事業とは、物理的・システム的に分離した

上で、専門の相談員を配置し、相談者から提供された情報が外部に漏れぬよ

う、相談室内部で厳重に管理することとしています。 

すなわち、相談内容に応じて、特定デジタルプラットフォーム提供者への照

会を行うこともありますが、相談の解決や事実関係の把握のために特に必要

な場合に限って行うこととしています。また、照会するにあたっては、相談

者の了解を事前に得た上で行うなど、相談者の方々に配慮した運用としてお

ります。 

 

（３）相談対応の質の向上のための研修制度の充実 

相談対応者のスキルアップ等を目的とした勉強会(独禁法、EC モールセミナ

ー等)を開催した。また、円滑かつ的確に相談者からの相談に対応するため、相

談対応者向けのマニュアルを作成した。 

 



＜勉強会概要＞ 

 令和３年 12 月 21 日 独占禁止法セミナー（基礎編）参加人数 6 名 

 令和 4 年   2 月 24 日 EC モールセミナー 参加人数６名 

  

 ＜相談対応者向けマニュアルの目次＞ 

 1.デジタルプラットフォーム取引相談窓口（DPCD)とは 

  2.特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性に関する法律の概要  

3.デジタルプラットフォーム取引相談窓口の役割  

4.プラットフォームを利用する商品提供者からの取引相談  

5.プラットフォーム事業者と商品提供者の相互理解促進  

6.ヒアリングを通じた市場の課題収集  

7.説明会・相談会の実施  

8.DPF 法、相談窓口の広報・周知活動  

9.国内及び海外の関係団体とのネットワークの構築  

10.ADR によるプラットフォーム事業者と商品等提供者間の問題解決  

11.相談内容・ヒアリング結果の記録、分析、報告  

12.週次報告書の作成  

13.月次報告書の作成  

14.週次・月次報告書の送付先 

 

 

２．ヒアリング等を通じた市場における課題収集 

（１）ヒアリング項目 

デジタルプラットフォーム取引透明化法に添ってヒアリング項目を作成した。 

 

 ＜ヒアリング項目＞ 

 ・取引の全部拒絶に関する事項 

 ・取引の⼀部拒絶に関する事項 

 ・検索順位・ランキング等に関する事項、等 

（２）ヒアリングリスト 

ヒアリングは、当相談窓口に相談を寄せた方、当相談窓口が実施したアンケ

ートに回答した方の中から希望する方へ実施した。 



（３）課題抽出 

ヒアリングを通じて、ECモール側の規約の変更への対応や、ECモール側との

コミュニケーションの困難さなどについて、取引先事業者の生の声を拾うこと

ができた。 

また、日々の相談対応やヒアリング等を通じて、EC モールによるポリシー

変更等の日々の取引の動向や取引上の課題を抽出した。本相談窓口により抽出

された課題等をもとに、デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関する

モニタリング会合（第 2 回）において経済産業省により、以下の資料が公表さ

れている。 

 

 
 



 
 

 
 

 



３．国内及び海外の関係団体とのネットワークの構築及び情報収集  

（１）国内／海外の取引先事業者の関係団体との連携 

国内及び海外の取引先事業者の関係団体とのネッワークを構築し、情報交換

を行い、相談窓口対応や市場における課題の抽出の観点等から有益な情報を収

集した。 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び公益財団法人全国中小企業振興機関

協会の主催する中小事業社等向けの各種説明会において、当相談窓口の説明を

行うことにより、本事業の効率的な周知を図った。 

 

（２）国内／海外における関連ニュース収集／課題抽出 

関係団体と直接情報交換したほか、新聞や雑誌等から広く情報を収集した。 

 

（３）関係団体との意見交換等 

複数の国内及び海外の団体と意見交換を行った。特に海外団体との意見交換

では、海外の EC モールの問題点と日本のそれが同様であることを理解できた

とともに、当該海外団体との継続した連携に向けた関係を構築することができ

た。 

＜海外団体意見交換＞ 

 令和３年 12 月 21 日 SMEUniteed 

 令和３年 12 月 23 日 Australian Small Business and Family 

 

 

４．相談内容の記録、分析及び報告等 

（１）相談記録 

相談内容を効果的に活用するため、相談記録をデータベース化し、経済産業

省に提供した。 

＜集計項目＞ 

 ・取引の全部拒絶に関する事項 

 ・取引の⼀部拒絶に関する事項 

 ・検索順位・ランキング等に関する事項、等 

  

 



（２）事例集の作成 

内容の整理、傾向の分析及び検証並びに事例集の作成を行った。 

 

（３）相談窓口の利用者満足度についてのアンケート調査 

同意をいただいた相談者に対して、相談窓口の満足度アンケートを実施した。 

 

 

５．情報提供等 

（１）パンフレット 

相談窓口の取組状況や活動等の情報提供を行うことで、本相談窓口への相談

が必要な取引先事業者に周知を行った。 

情報提供活動の⼀環として、相談窓口のパンフレットを以下のとおり 25,000

部作成し、事業者向けアンケートに同封して送付した。 

＜配布したパンフレット＞ 

  
 

（２）広告 

EC モール出店者が閲覧していると思われる全国紙や専門誌、業界紙、およ

びインターネット媒体に、広告を掲載した。掲載した広告は、以下の通り。 

 



＜広告概要＞ 

・日本経済新聞 令和 4 年 1 月 27 日朝刊 全 5 段モノクロ 

・日本経済新聞 令和 4 年 2 月 7 日朝刊 全 5 段モノクロ 

・日本経済新聞 令和 4 年 2 月 10 日朝刊 全 5 段モノクロ 

・日本経済新聞 令和 4 年 2 月 18 日朝刊 全 5 段モノクロ 

・日本経済新聞 令和 4 年 2 月 21 日朝刊 全 5 段モノクロ 

・日本経済新聞 令和 4 年 2 月 25 日朝刊 全 5 段モノクロ 

・日経 MJ 令和 3 年 12 月 3 日 全 5 段モノクロ 

・日経 MJ 令和 4 年 1 月 26 日 全 15 段カラー 

・日経 MJ 令和 4 年 2 月 16 日 全 5 段モノクロ 

・日経 MJ 令和 4 年 3 月 2 日 全 5 段モノクロ 

・繊研新聞 令和 4 年 1 月 26 日 全 5 段カラー 

・繊研新聞 令和 4 年 2 月 17 日 全 5 段モノクロ 

・月刊ネット販売 2 月号 令和 4 年 1 月 25 日発行 A4 モノクロ 

・月刊ネット販売 3 月号 令和 4 年 2 月 25 日発行 A4 モノクロ 

・月刊ネット販売 4 月号 令和 4 年 3 月 25 日発行 A4 モノクロ 

・ネット経済新聞 令和 4 年 2 月 10 日 全 3 段カラー 

・ネット経済新聞 令和 4 年 3 月 17 日 全 3 段カラー 

・ネット経済新聞 令和 4 年 2 月 10 日から令和 4 年 3 月 15 日 バナー 

・ネットショップ担当者フォーラム 令和 4 年 2 月 28 日 ネット記事 

・ネットショップ担当者フォーラム 令和 4 年 3 月 18 日 号外メール 

・ネットショップ担当者フォーラム 令和 4 年 3 月 18 日 メールマガジン広

告 

・ネットショップ担当者フォーラム 令和 4 年 3 月 1 日から令和 4 年 3 月 31

日 バナー 

 

 

 

 

 

 

 



＜全 5 段広告データ＞

 
 

 

 

 

 


